
  議   第   ４０   号   

                     平成３０年 ２ 月２３日提出   

 

   熊本市非常時優先業務の実施のための業務継続計画の策定等に関する条 

例の制定について 

 

 熊本市非常時優先業務の実施のための業務継続計画の策定等に関する条例を次のよ

うに制定する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市非常時優先業務の実施のための業務継続計画の策定等に関する条例 

 

 （目的） 

第１条 この条例は、大規模災害が発生した際に本市自らも被災し、人員等の行政資

源に制約がある状況下においても、災害対応その他市民生活に欠かせない重要業務

を継続的に行うため、本市の業務継続計画を策定するとともに、その実施のため必

要な措置等を定めることにより、本市の地域防災計画（災害対策基本法（昭和３６

年法律第２２３号）第４２条の規定に基づき本市が作成する地域防災計画をいう。

以下同じ。）の実効性を高め、もって市民生活の早期の復旧等を図ることを目的と

する。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

 (1) 大規模災害 本市の区域に甚大な被害が生じる災害として、本市の全職員が

地域防災計画に定めるところにより、又は災害対策本部長（熊本市災害対策本

部条例（昭和３８年条例第１４号）第２条第１項の災害対策本部長をいう。）

の命令により参集しなければならないものをいう。 

 (2) 業務継続計画 大規模災害が発生し、本市自らも被災し、人、物、情報等利

用できる資源に制約がある状況下において、災害応急対策その他の優先的に実
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施すべき業務を特定するとともに、当該業務の執行に係る体制、手順、資源の

確保等をあらかじめ定めることにより、当該状況下における適切な業務執行を

図ることを目的とする計画をいう。 

 (3) 非常時優先業務 災害応急対策の業務その他の大規模災害の発生後おおむね

１月の期間において優先的に実施すべき業務として業務継続計画で定める業務

をいう。 

（業務継続計画の策定等） 

第３条 市は、第１条の目的を達成するため、業務継続計画を策定しなければならな

い。 

２ 業務継続計画は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。 

 (1) 市長が不在の場合の適切な職務の代行及び職員の参集体制に関すること。 

 (2) 本庁舎が使用できなくなった場合における代替庁舎の特定に関すること。 

 (3) 停電時の電気の確保及び業務に従事する職員等の水、食料等の確保に関する

こと。 

 (4) 多様な通信手段の確保に関すること。 

 (5) 重要な行政データのバックアップの確保に関すること。 

 (6) 非常時優先業務の整理に関すること。 

 (7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

３ 市長は、業務継続計画が策定され、又はこれが変更されたときは、遅滞なく、こ

れを公表するものとする。 

 （業務継続計画に係る訓練、検証及び見直し） 

第４条 市は、業務継続計画に係る訓練を実施し、その実施状況を検証するととも

に、必要に応じ業務継続計画の見直しを行うものとする。 

 （大規模災害の発生時における通常業務の休止及び非常時優先業務の実施等） 

第５条 市長は、大規模災害が発生したときは、業務継続計画に定めるところによ

り、通常時に実施する市の業務のうち非常時優先業務に該当しないもの（以下「非

常時優先業務に該当しない通常業務」という。）を休止し、非常時優先業務を実施

しなければならない。 

２ 市長は、非常時優先業務に該当しない通常業務を再開する場合は、これについて

速やかに公表するものとする。 
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 （公の施設等の使用許可の取消し等に関する特例） 

第６条 公の施設及び庁舎、事務所その他の行政財産（以下「公の施設等」とい

う。）の管理者は、大規模災害の発生時において次の各号のいずれかに該当すると

きは、公の施設等の使用の許可を取り消し、又はその使用の停止若しくは公の施設

等からの退去を命じることができる。 

(1) 非常時優先業務を実施するため公の施設等を使用する必要があるとき。 

(2) 公の施設等が被災し、使用できないと認められるとき。 

２ 前項の規定による処分については、熊本市行政手続条例（平成１０年条例第４２

号）第３章の規定は、適用しない。 

 （使用料等の還付の特例等） 

第７条 前条の規定により使用の許可の取消し、使用の停止又は公の施設等からの退

去の命令があった場合において、使用できなかった公の施設等に係る既納の使用料

等があるときは、市長は、当該使用料等に係る納付者に対し、その使用料等の全額

の還付をすることができる。 

２ 法令、条例等に基づき、大規模災害の発生を理由として、税、保険料、手数料、

利用者負担金その他の法令又は条例の規定による徴収金（以下「徴収金等」とい

う。）の減免又は徴収猶予（以下「減免等」という。）をした場合において、当該

減免等に係る既納の徴収金等があるときは、市長は、当該徴収金等に係る納付者に

対し、その徴収金等の還付をすることができる。手数料を徴収した後、非常時優先

業務に該当しない通常業務の休止のため当該手数料に係る交付、許認可等の事務が

できなかった場合も、同様とする。 

 （他の執行機関等についての準用） 

第８条 第５条及び前条の規定は、市長以外の執行機関及び公営企業管理者について

準用する。 

 （職員の参集義務等） 

第９条 職員（熊本市職員定数条例（昭和２４年告示第１２２号）第２条に規定する

職員並びに熊本市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年条例第２号）第

２条第３項の再任用短時間勤務職員及び同条第４項の任期付短時間勤務職員をい

う。）は、勤務時間外において大規模災害が発生したときは、自己の身の安全の確

保及び家族の安否の確認をした上、業務継続計画又は地域防災計画に定めるところ
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により、災害の種類等に応じ、速やかに、あらかじめ指定された近隣の避難所、庁

舎、施設その他の場所に参集し、非常時優先業務を実施しなければならない。ただ

し、次に掲げる場合は、この限りでない。 

(1) 自己又は家族が被災したことにより、これらの者に切迫した危険がある場合 

 (2) 自己又は家族の病気等の理由により活動が困難な状況にある場合 

 (3) 他の業務で遠隔地に出張中の場合 

 (4) 参集途中の火災等により、参集が事実上不可能な場合若しくは生命若しくは

身体に著しい危険が予想される場合又は救命活動に参加する必要が生じた場合 

 (5) 育児休業、病気休職、病気休暇その他参集が困難な事情により休業、休職等

を認められている場合 

(6) その他前各号に掲げる事由に準じる事由がある場合 

２ 市長は、非常時優先業務の持続的な実施が可能となるよう、これに従事する職員

に係る配置、勤務態様等を定めるに当たり、その職員の安全、心身の健康を十分考

慮するよう努めなければならない。 

 （委任） 

第１０条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長

が定める。 

 

附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ この条例の施行の際現に存する本市の業務継続計画は、第３条の規定により策定

された業務継続計画とみなす。 

 

 （提出理由） 

  災害対応その他市民生活に欠かせない重要業務を継続的に行うため、本市の業務

継続計画を策定するとともに、その実施のため必要な措置等を定めることにより、

本市の地域防災計画の実効性を高め、もって市民生活の早期の復旧等を図るため、

この条例を制定する必要がある。 

  これが、この条例案を提出する理由である。 
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